
三豊市監査委員告示 第９号 

 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第４項の規定に基づき定例

監査を執行したので、その結果に関する報告、意見等を同条第９項の規定によ

り、次のとおり公表します。 

 

平成２２年１２月２７日 

 

三豊市監査委員 糸 川   昇 

三豊市監査委員 小 林 照 武 
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定例監査結果報告書（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三豊市監査委員 



三 監 第 1 2 3 号 

平 成 22 年 12 月 2７日 

 

 

三 豊 市 長  横 山 忠 始 様 

三 豊 市 議 会 議 長  近 藤 久 志 様 

三 豊 市 教 育 委 員 会 委 員 長  高 木 謙 一 様 

三豊市選挙管理委員会委員長  糸 川    均 様 

 

 

 

三 豊 市 監 査 委 員  糸 川   昇  

三 豊 市 監 査 委 員  小 林  照  武  

 

 

 

平成２２年度定例監査結果（第 2 回）について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき定例監査を執行したので、

その結果に関する報告及び意見を同条第９項及び第１０項の規定により、次のとおり提出します。 



第１ 監査の対象及び期間 

 

対 象 

部 課 等 名 監査の範囲 

監 査 期 間 

総務部 

総務課「選挙管理委員会

事務局」、秘書課、人事課

管財課、職員健康管理室

平成 22 年 4月 1 日

から平成 22 年 9 月

末日まで 

平成22年 10 月19日から

平成22年 10 月20日まで

政策部 

政策課、財政行革課 

地域振興課、バイオマス

タウン推進室 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成 22 年 9 月

末日まで 

平成22年 10 月20日から

平成 22 年 10 月 28 日まで

市民課、税務課 

環境衛生課 水処理課 

人権課 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成 22 年 9 月

末日まで 

平成 22 年 10 月 29 日から

平成 22 年 11 月 2 日まで

市民部 
山本支所、三野支所 

豊中支所、詫間支所 

仁尾支所、財田支所 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成 22 年 9 月

末日まで 

平成 22 年 11 月 15 日から

平成 22 年 11 月 19 日まで

健康福祉部 

健康課、介護保険課 

福祉課、子育て支援課 

国保(財田)診療所 

平成 22 年 4 月 1 日

から平成 22 年 9 月

末日まで 

平成 22 年 11 月 2 日から

平成 22 年 11 月 4 日まで

教育委員会

事務局 

教育総務課、学校教育課

生涯学習課、人権教育課

子ども未来推進室 

少年育成センター 

学校給食課 

高瀬町学校給食センター

高瀬町地域農産物利用 

促進センター

豊中町学校給食センター

三野町学校給食センター

詫間町大浜学校給食 

センター

仁尾町学校給食センター

財田町学校給食センター

平成 22 年 4 月 1 日

から平成 22 年 9 月

末日まで 

平成 22 年 11 月 9 日から

平成22年 11月 19日まで
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第２ 監査の方法 

   監査対象部課等において執行された事務事業について、合法性、正確性、効率性 

等に主眼をおいて実施した。また、対象部課からそれぞれ関係資料及び関係帳票等      

の提出を求めて審査するとともに、各支所公金の収納・保管・日次報告書の作成等

について関係職員から説明を聴取して実施した。 

 

第３ 監査の結果 

   各所管の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されていたが、一部において次

のとおり意見があったので報告する。 

   なお、監査執行過程において指導した比較的軽微な事項については記載を省略し

ているが、それらにも十分留意して事務の執行に努めていただきたい。 

 

【 意 見 】 

   <各課共通> 

①  財務に関する事故調べでは、公用車を運転中の交通事故が今年 4 月から 8 月末ま

でに 11 件発生している。これらの事故は、ほとんどが自損事故や対物事故で示談が

成立し損害賠償保険により修繕されているが、1 件は人身事故で通院治療中となっ

ている。また水処理課の職員にあっては、今年 8 月勤務時間中に両足を骨折する事

故が発生し、約 2ケ月間の入院治療を要した。 

公用車の運転にあたっては、交通ルール、マナーを遵守するとともに、各職場に

おいては公務災害を起こさないよう労働安全衛生の徹底に努められたい。 

 

②  施設の維持管理等の委託契約については、平成 20 年 2 月 5日付け三監第 125 号平

成19年度定例監査結果(第1回)において業務内容を精査するとともに競争性を発揮

できるように意見を報告してきたところである。今回監査した委託契約の中には従

前の契約を踏襲し、安易に随意契約を締結しているのが見受けられた。 

委託契約の締結にあたっては、仕様書及び委託料の算定基礎根拠を明確にし、透

明性、経済性を比較検討したうえで競争性を高めるよう執行されたい。 

 

③  財産台帳の整備については、過去の随時監査結果並びに定例監査結果において、

三豊市公有財産管理規則に基づき早期に整備するよう指摘してきたところである。

今回財産台帳について監査したところ、土地台帳は整備しているが、建物台帳及び

備品台帳が整備できていない部署があった。 

行政財産を管理する所管課は、その財産について区分及び種類、土地の所在、地

目、面積、所有者などを記載した土地登記簿に加えて管理範囲を明示した地番図、

航空写真を備えた財産台帳を早期に整備されたい。併せて土地台帳に建物台帳及び

備品台帳を添付して適正かつ効果的な維持管理に努めてもらいたい。 
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<選挙管理委員会> 

④  時間外勤務状況について、選挙管理委員会事務局の書記 3 人は今年 6 月から 8 月

までの 3 ケ月間の時間外労働時間数がそれぞれ 376 時間、421 時間、433 時間となっ

ていた。参議院議員選挙や香川県知事選挙事務のため繁忙であったことは理解でき

るが、1 ケ月当たりにすると平均 136 時間の過重労働となっている。 

長時間労働の防止については市役所の部署全体に関わることであるが、特に選挙

管理委員会事務局においては、職員の労働安全衛生の面からも健康管理に気を配り、

事務の分担や効率化を図られたい。 

 

<学校給食センター> 

⑤  歳出予算執行状況調べでは、高瀬町、豊中町、仁尾町、財田町及び詫間町大浜学

校給食センターの清掃業務委託費として合計 93 万円の予算が計上されているが、執

行ができていない。この業務委託については、換気扇、窓ガラスなど高所作業の清

掃業務であるが前年度決算では見積り入札において委託業者が決定できずに予算未

執行になった経緯がある。他の学校施設においても清掃実施の要望があるので、教

育委員会として統一した見解で早期に発注を実施されたい。 

 

   以上 
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